
人権相談時の

感染症対策 にご協力をお願いします。

①手指のアルコール消毒

②マスクの着用

③相談時間は30分以内

④ドアの常時開放又は随時換気

相談前には備え付けの消毒液により、

手指の消毒をお願いします。

相談中はマスクの着用をお願いします。

相談が長時間にならないように、

30分以内とさせていただきます。

ドアの常時開放を行います。閉める場

合も、随時開放による換気をします。

◆感染のリスクを減らすため、上記の対策にご理解、

ご協力いただきますよう、お願いいたします。

〈共生社会推進課〉

⑤当日体調の悪い方は、相談をご遠

慮いただきますようお願いします。


